
 

 9 

(3) 不良債権処理の進捗状況 

当行は、17 年 3 月期をバランスシートのクリーンアップ総仕上げの年と位置付け、

不良債権のオフバランス化や企業再生・再建に積極的に取り組むなど、財務体質の抜本

的な強化に努めてまいりました。14 年 3 月末に不良債権残高 5 兆 9,203 億円、不良債

権比率で 8.9％となっておりましたが、不良債権比率の半減目標を 16 年 9 月末に前倒

しで達成し、さらに 17 年 3 月末には不良債権残高を 1 兆 8,246 億円まで削減、不良債

権比率も 3.3％まで低下いたしました。 

14 年 12 月に設置した戦略金融部門は、不良債権問題の抜本的解決に向け取引先企業

の再生や事業再編に集中的に取組むため、既存の融資業務関連各部を集約するとともに、

専門スキルを有する人材を行内横断的に集め、外部専門家等も活用しつつ、企業再生や

事業再編に注力してまいりました。その結果、前述の通り 17 年 3 月末に不良債権問題

に決着をつけましたことから、戦略金融部門は17年3月末をもって廃止いたしました。

戦略金融部門で蓄積したノウハウは、今後も業務推進に積極的に活用し、企業再生・事

業再編等、新たなビジネスへの取組みを強化してまいります。 

また、今後の不良債権問題の再発防止の観点から、大口与信先や与信ポートフォリオ

の状況をふまえ、機動的かつ適切なリスクコントロールを図るとともに、与信運営上の

健全なガバナンス体制確保を目的として、17 年 6 月、部門横断的協議機関となる「信

用リスク委員会」を設置しております。 

 

17 年 3 月末の開示債権につきましては、16 年 3 月末比 9,866 億円減と約４割の削減

を実施しました。これは、破綻懸念以下先の債権につきまして債権売却、直接償却等に

より、オフバランス化を年間1兆7,624億円実施したほか、要管理債権につきましても、

企業の再生努力に積極的に関与してきたこと等によって、16 年 3 月末対比 7,950 億円

の削減を行ったことによるものです。 

一方、17 年 3 月期の与信関係費用につきましては、不良債権問題の決着をはかる過

程で、オフバランス化を促進するとともに、従来以上に保守的なスタンスに立脚した将
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来リスクへの対応強化を行った結果、計画を 5,048 億円上回る 9,548 億円を計上いたし

ました。また、グループ連結での与信関係費用は、ローン保証を営む子会社で引当増強

を図ったこと等から、1兆 1,968 億円となりました。 

 

なお、当行は経済合理性、経営責任の明確化、社会的影響を考慮した上で、17 年 3

月期中に 6社で 1,363 億円の債権放棄を実施しております。 

 

（4）国内向け貸出の進捗状況 

[17 年 3 月期の実績等の状況] 

当行における 17 年 3 月期の国内貸出（インパクトローンを除く実勢ベース）は、法

人向け・個人向けともに増加となり、16年 3月末比 2兆 416億円の増加となりました。

なお、最注力分野であります中小企業向け貸出については、16 年 3 月末比 5,325 億円

の増加と年間計画である 700 億円を大幅に上回る実績となりました。今後とも、健全な

経営内容の中小企業に対する円滑な資金供給に本支店一体となり引き続き積極的に取

り組んでまいります。 

なお、17 年 3 月期実績については、早期健全化法に規定されている中小企業向け貸

出の趣旨に反するような貸出は含まれておりません。 

[16 年度下期の中小企業向け貸出の増強に向けた取組について] 

当行におきまして、健全な経営内容の中小企業に対して円滑な資金供給を行うことは、

金融機関の社会的責務と認識し、中小企業向け貸出の増強に向けて多様な施策を講じ、

本支店一体となって最大限努力しております。 

特に、リスクテイク対応力強化による「資金供給能力の向上」に向け、適正利鞘の確

保を前提とした原則無担保の「リスクテイク商品」を引き続き推進し、健全な経営内容

の中小企業等の多様な資金ニーズに対しまして積極的な対応を実施しております。 

なお、16 年度下期の推進体制と主な施策は以下の通りであります。 

 




